
（別添２） 
歯科診療報酬点数表関係 

 
【歯周病重症化予防治療】 

問１ 混合歯列期の患者について、区分番号「Ｄ００２」に掲げる歯周病検査

の「１ 歯周基本検査」又は「２ 歯周精密検査」の結果を踏まえて、区

分番号「Ｉ０１１－２－３」に掲げる歯周病重症化予防治療を行った場合、

どのような算定となるのか。 

（答）区分番号「Ｄ００２」に掲げる歯周病検査の永久歯の歯数に応じた歯

周病重症化予防治療の各区分により算定する。 

 

問２ 区分番号「Ｉ０１１－２－３」に掲げる歯周病重症化予防治療において、

後継永久歯がない乳歯の取扱い如何。 

（答）後継永久歯が欠如している場合のみ、歯数に含まれる。 


